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第７１１回むつ市教育委員会 会議録 

１ 開会及び閉

会に関する

事項 

令和２年３月２７日（金） １３：００ ～ １４：２０ 

むつ市本庁舎 第３会議室 

２ 出席委員及

び欠席委員

の氏名 

【出席】 教 育 長  氏 家   剛 

委   員  宮 浦 雅 子 

委   員  納 谷 順 子 

委   員  田 中 志 昌 

 委   員  黒 木 和 之 

３ 説明のため

に出席した

者の職及び

氏名 

教育部長 松谷 勇        教育指導監 阿部 謙一 

政策推進監総務課長 木下 尚一郎 副理事学校教育課長 飯田 一彦 

副理事中央公民館長 工藤 和彦  副理事図書館長 櫻井 忍 

生涯学習主幹 横山 拓子     川内公民館長 鷲岳 彰丸 

大畑公民館長 佐藤 時男     脇野沢公民館長 三上 修一  

【事務局】 

総務課主幹 柏谷 圭則  主任主査 新田  剛 

 主任主査  桜田 貴子  主事 関 元徳 

４ 委員又は教

育長等の報

告 

なし 

５ 議題及び議

事に関する

事項 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、ただ今から第７１１回むつ市教育委員会を開会いたします。 

 会議に先立ちまして、会議録の署名についてですが、今回は納谷委員にお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

本日はご案内のとおり議案が６点報告が３件であります。よろしくお願いしま

す。早速議事に入りたいと思います。 

 

●議案第１号 

「むつ市外国語指導助手人用規則等の一部を廃止する規則について」 

●議案第２号 

「むつ市教育委員会事務専決代決規程の一部を改正する等の訓令について」 

●議案第３号 

「むつ市職員等の公益通報に関する要綱の一部を改正する訓令について」 

（総務課） 
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教育長 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

教育長 

 

 

宮浦委員 

 

 

総務課長 

 

 

 

宮浦委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１号むつ市外国語指導助手人用規則等の一部を廃止する規則について、

議案第２号むつ市教育委員会事務専決代決規程の一部を改正する等の訓令につ

いて議案第３号むつ市職員等の公益通報に関する要綱の一部を改正する訓令に

ついてこの３議案はそれぞれ関連がございますので一括議題として審議をお願

いしたいと思います。それでは事務局から説明をお願いいたします。 

 

（資料説明） 

 

ただいま事務局から説明がございましたけれども、この件につきまして委員の

皆さまからご意見、ご質問等ありましたらよろしくおねがいします。 

 

臨時職員という名称が会計年度任用職員に変わるということですが、具体的に

どのような待遇改善が変化があるのでしょうか。 

 

６か月雇用から１年雇用への変化、賃金から報酬へと変化し、単価を増額して

おります。また、期末勤勉手当創設し、休暇等に関しても正職員に倣う形で対応

しております。 

 

今までの臨時職員の待遇が改善されるということで認識しました。 

 

以前から国が提唱している「同一労働同一賃金」という部分もありますことか

ら今回の改正にともなって完全に「同一労働同一賃金」とはいきませんが、それ

に近づけるという措置がとられるということになります。 

他にございませんか。 

 

（なし。） 

 

それでは、議案第１号から議案第３号までは原案のとおり決定するということ

でよろしいでしょうか。 

 

（異議なし。） 

 

それでは、ご異議がありませんことから議案第１号から議案第３号までは原案

のとおり決定とさせていただきます。 

 

 

●議案第４号 

「むつ市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則」 

（総務課） 
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教育長 

 

 

総務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

総務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

宮浦委員 

 

 

総務課長 

 

 

 

それでは、次は、議案第４号むつ市立小学校及び中学校の管理運営に関する規

則の一部を改正する規則について事務局から説明をお願いします。 

 

（資料説明） 

 

ただいま事務局から説明がございましたけれども、この件につきまして委員の

皆さまからご意見、ご質問等ありましたらよろしくおねがいします。 

端的に申し上げれば、教職員の出張及び私事旅行に関し教育委員会への届出用

件を緩和したものであります。 

 質疑等がございませんので議案第４号については原案のとおり決定するとい

うことでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし。） 

 

それでは、ご異議がありませんことから議案第４号は原案のとおり決定とさせ

ていただきます。   

 

 

●議案第５号 

「むつ市教教職員住宅管理規則の一部を改正する規則」（総務課） 

 

 

次は、議案第５号むつ市教教職員住宅管理規則の一部を改正する規則について

事務局から説明をお願いします。 

 

（資料説明） 

 

ただいま事務局から説明がございましたけれども、この件につきまして委員の

皆さまからご意見、ご質問等ありましたらよろしくおねがいします。 

通常の市営住宅であれば連帯保証人はこれからも必要になりますが、教職員に

ついては身分が明らかということもあり、連帯保証人については不要と判断し、

削除したものであります。 

 

昔は学校に教員住宅が付随していたものであるが、最近は見ることが少なくな

っている。現状はどのようになっているか。 

 

川内地区に１１戸に対し入居が３戸。脇野沢地区に１０戸に対し入居が７戸と

なっております。 
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教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

総務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

他にございませんか。 

 

（なし。） 

 

それでは、議案第５号は原案のとおり決定するということでよろしいでしょう

か。 

 

（異議なし） 

 

それでは、ご異議がありませんことから議案第５号は原案のとおり決定とさせ

ていただきます。   

 

 

●議案第６号 

「むつ市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則」（総務課） 

 

 

次は議案第６号むつ市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規

則について事務局から説明をお願いします。 

 

（資料説明） 

 

ただいま事務局から説明がございましたけれども、この件につきまして委員の

皆さまからご意見、ご質問等ありましたらよろしくおねがいします。 

今まで指定管理者の選定の作業は市長部局、教育委員会と分けて実施してきたと

ころでありますが、次年度から一括で行うものであります。   

質疑等がございませんので議案第６号については原案のとおり決定するとい

うことでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし。） 

 

それでは、ご異議がありませんことから、議案第６号は原案のとおり決定とさ

せていただきます。         

 

 

●事務局からの報告事項 

１．「令和２年度むつ市教育費予算の概要について」（教育部長） 

 

 

次は報告事項になります。  
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教育部長 

 

教育長 

 

 

黒木委員 

 

教育部長 

 

 

宮浦委員 

 

 

教育部長 

 

 

宮浦委員 

 

教育部長 

 

 

宮浦委員 

 

 

教育部長 

 

 

 

 

黒木委員 

 

教育部長 

 

宮浦委員 

 

 

教育部長 

 

まず、令和２年度むつ市教育費予算の概要について事務局から説明をお願いし

ます。 

（資料説明） 

 

ただいま事務局から説明がございましたけれども、この件につきまして委員の

皆さまからご意見、ご質問等ありましたらよろしくおねがいします。 

 

資料の最初のページ総計が説明した数字と合致しないが、何故でしょうか。 

 

資料の最初のページはあくまでも「主なもの」を計上しており、詳細なる内訳

は、７ページに記載しておりますのでご確認願をお願いします。 

 

３ページに社会教育費とありますが、文化振興費が前年度から半額近く減少し

ているが、何故でしょうか。 

 

重要文化財旧大湊水源地水道施設修理事業というものがあり、今年度と来年度

を比較した場合、工事の場所、内容等が違うため、予算に乖離が生じております。

 

文化振興費というものは工事、修復に要する費用が主なものでしょうか。 

 

６ページに細かい内訳を記入しているが、審議会の運営費、施設の管理運用、

工事に要する経費を計上しております。 

 

東大と連携している下北 Project というものがあるが、どのような研究室とコ

ラボしているのでしょうか。 

 

東京大学の研究室が本市のスポーツ、学術面の取り組みを評価してくださり、

研究室ができることとしてスポーツ分野での連携を考え、研究室に所属している

桑田真澄氏をキーパーソンとし野球教室の開催、大学生を派遣してもらい勉強会

の実施などに取り組んでおります。 

 

理科系の研究室という認識になりますか。 

 

スポーツ、身体科学系です。 

 

下北 Project は東京大学との連携ということだが、これまで行ってきた東京藝

術大学との連携はどのようになっておりますでしょうか。 

 

社会教育総務費の中に芸術鑑賞教室開催事業費として予算計上しているため、

今後も継続して行く予定です。 
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宮浦委員 

 

教育部長 

 

宮浦委員 

 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮浦委員 

 

教育部長 

 

 

 

 

宮浦委員 

 

 

教育部長 

 

黒木委員 

 

総務課長 

 

黒木委員 

 

総務課長 

 

黒木委員 

 

教育長 

 

この芸術鑑賞教室も下北 Project という認識でよろしいでしょうか。 

 

下北 Project は東京大学との連携事業であるため、本事業とは別事業です。 

 

東京大学は学力、スポーツ部門ということであるが、下北 Project 内に文化芸

術部門が創設される理由をお聞かせください。 

 

下北 Project 事業は「学力の向上」・「スポーツ推進」・「ベンチャー」という３

部門があります。 

スポーツについてはスポーツ少年団への移行がうまくなされていると考えて

いるが、文化芸術部門が弱いと感じております。 

そこで下北 Project の「スポーツ推進」部門に「文化芸術」も追加し、昨年度

より増額している予算を活用し、東京のプロの演奏家から演奏の指導等を行って

いくという形で事業を計画しております。次年度の予定については、現状の新型

コロナウイルス関係で調整が難航しており、秋冬の実施となる予定です。  

 

この文化芸術部門は東大との関わりはありますか。 

 

下北Projectは東京大学および首都圏でトップレベルの団体との共同で行うと

いう整理になっております。 

この部門に関しては東京大学ではなく首都圏トップレベルの団体と連携を行

うということになります。 

 

東京藝術大学の事業と下北Projectの芸術部門に関しては並行して行う形とな

りますか。 

 

そのとおりです。 

 

ICT を活用した教育研究事業とあるがどのようなものでしょうか。 

 

プログラミングロボットの購入経費を計上しております。 

 

中学校にも導入されますか。 

 

 来年度は、小学校への導入となります。 

 

 小学校でプログラミングを教えることになりますか。 

 

プログラミングそのものを教えるということではなく「プログラミング的思
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黒木委員 

 

総務課長 

 

黒木委員 

 

総務課長 

 

田中委員 

 

 

教育部長 

 

 

 

 

黒木委員 

 

総務課長 

 

黒木委員 

 

 

総務課長 

 

 

黒木委員 

 

総務課長 

 

納谷委員 

 

 

総務課長 

 

考」を身につけさせるという言い方が正しいと思う。 

ロボットに対し右、左、回転といったような指示を与え、そのとおりロボット

が動かなかった場合何が悪かったのか、どのように対応すればよいかといった思

考を身につけさせるというイメージになります。 

 

どのようなロボットを購入するのでしょうか。 

 

車型のラジコンのようなロボットを想定しております。 

 

 日本中の学校が行うのでしょうか。 

 

さまざまな方向性があると思いますが、必修化に伴い行うことになります。 

 

まさかり高校参加者が東京大学に合格したが、事業の効果としてとらえてよい

でしょうか。 

 

ある程度意識づけ等にはなったと思いますが、本人、学校、家庭、友人の努力

の結果であると市長はとらえています。 

我々としても一つの励みとして受け取っていますが、事業そのものの成果とい

うよりはあくまでも本人の努力の結果であると認識しています。 

 

合格者は本事業にどの程度参加していたのでしょうか。 

 

２年生のころから参加をしています。 

 

それであれば成果といっても問題ないと思います。事業が始まったのはいつか

らでしょうか。 

 

正式には去年からの実施となるが、おととしに予備的に試行している部分もあ

ります。去年は医学部への合格者も出しています。 

 

 年間何回の実施になりますか。 

 

 本年度は１回あたり３日とし、４回実施しております。 

 

自分が普段受けている授業以外のことを習えるということにいい刺激を受け

たと聞いています。 

 

２年間で継続してきていた生徒は１３名程度、その大半が国公立大学に合格し

ております。 
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黒木委員 

 

総務課長 

 

宮浦委員 

 

 

総務課長 

 

 

宮浦委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 参加者の費用負担はどのようになっていますか。 

 

無料です。 

 

義務教育の子どもたちにこのような刺激を与える事業展開をしていただけな

いでしょうか。 

 

その狙いとして下北 Project のまさかり寺子屋を実施しています。東大生と小

学生、中学生との関わりを創出する事業であります。 

 

下北全域を巻き込んだ刺激を子ども達に与えていただければと思います。 

 

様々なご要望もがあることは承知しています。そのような声を受けながら、さ

まざまな意味を持たせる事業としていきたい。これらかの事業を見守っていただ

ければと思います。 

他にございませんか。 

 

（なし。） 

 

それでは、この件につきましては、以上とさせていただきます。 

 

 

●事務局からの報告事項 

２．「第２４３回むつ市議会定例会の報告について」（総務課） 

 

 

続きまして第２４３回むつ市議会定例会の報告についてになりますので事務

局から説明をお願いします。 

 

時間が押してきましたので、委員の皆様がよろしければ、この部分については

資料配布にて確認という形にさせていただき、今日教育現場において大きな影響

を及ぼしている新型コロナウイルス関連についてご説明させていただければと

思います。 

 

委員の皆様いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

それでは書面での報告にさせていただきます。 



－ 9 － 
 

 

 

 

総務課長 

 

教育長 

 

 

田中委員 

 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

田中委員 

 

 

納谷委員 

 

総務課長 

 

 

黒木委員 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う対応」について事務局から

説明をお願いします。 

 

（資料説明） 

 

ただいま事務局から説明がございましたけれども、この件につきまして委員の

皆さまからご意見、ご質問等ありましたらよろしくおねがいします。 

 

マスクが品薄状況であるため、マスクがなかった場合対応等について一定の方

針を持っておく必要があるのではないでしょうか。 

 

国のガイドラインにおいてはマスクをすることが推奨されていますが、県教委

の見解として、マスクを用意するのは学校又は各家庭においてとされているとこ

ろであります。 

現実的に用意できない家庭があると思うので、手作りマスク等において対応し

てもらうことになろうかと思います。各学校に手作りマスク等の材料を配布し、

対応してもらうことも検討しております。 

 

物が無いとあせってからの対応では後手に回ってしまうので早めの対応が必

要と考えます。 

 

 給食調理員等のマスク、手袋等は用意できていますか。 

 

 現在のところは、問題なく運用できる見込みでありますが、長期に及んだ場合

対策が必要になります。 

 

４月７日が入学式、始業式ということだが、何も無ければこのまま学校活動を

実施し、問題が生じた場合延期ということもありえるという整理でよろしいでし

ょうか。 

 

むつ市内で罹患者がいない状態ですので、このまま進める形になります。  

他にございませんか。 

 

（なし。） 

 

それでは、この件につきましては、以上とさせていただきます。 

 

 

●事務局からの報告事項 

３．「教職員の時間外労働の縮減に関する指針の一部改正について」（総務課） 



－ 10 － 
 

 

 

教育長 

 

 

総務課主任主査 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

総務課主幹 

 

教育長 

 

 

 

 続きまして「教職員の時間外労働の縮減に関する指針の一部改正について」事

務局から説明をお願いします。 

 

（資料説明） 

 

教職員の働き方改革についてはこれまでも盛んに議論されてきているところ

ですが、今回これまでと大きく違う点が、客観的に在校等時間を把握するために

エクセルを用いて管理するという部分になります。  

管理職がその時間等を確認して適切に指導していくという形を想定しており

ます。  

 

 

「その他」事務局からの報告について 

 

 

それではその他の事項として委員の皆様から何かございますか。 

 

（なし。） 

 

委員の皆様からはないようですので、事務局から何かございましたらお願いし

ます。 

 

（事務連絡） 

 

それでは、通常の委員会はすべて終了といたします。 

６ 議決事項 議案第１号 むつ市外国語指導助手人用規則等の一部を廃止する規則につい

て・・・ 原案のとおり決定 

議案第２号 むつ市教育委員会事務専決代決規程の一部を改正する等の訓令に

ついて・・・原案のとおり決定 

議案第３号 むつ市職員等の公益通報に関する要綱の一部を改正する訓令につ

いて・・・原案のとおり決定 

議案第４号 むつ市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正

する規則について・・・原案のとおり決定 

議案第５号 むつ市教教職員住宅管理規則の一部を改正する規則について・・・

原案のとおり決定 

議案第６号 むつ市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則に

ついて・・・原案のとおり決定 
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７ その他会議

において必

要と認めた

事項  

なし 

 

８ 会議録署名 上記の決議内容について明確にするため、むつ市教育委員会会議規則第２４条

の規定により署名する。 

 

令和  年  月  日 

 

教育委員会教育長                       

 

 

会議録署名委員                        

 

会議録作成者 

総務課長                         

 

 


